
綴喜都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

（八幡市決定） 

都議第７６号 
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都 議 第 ７ ６ 号 

八都第１２１１号 

令 和 5 年 1 0 月 1 7 日 

八幡市都市計画審議会 

会長 岡山 敏哉 様 

八幡市長 堀口 文昭 

綴喜都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（諮問） 

 都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定によ

り、下記のとおり貴審議会に諮問します。 

記 

別紙都市計画案のとおり 
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理 由 

 本都市計画は、土地利用の進捗に伴い、指定されている用途規制が土地利用の実態に適

合しなくなっており、計画的かつ有効な都市的土地利用を図るために地区計画を決定し、

土地利用を促進しつつ、良好な市街地の形成を誘導しようとするものである。  

 

綴喜都市計画防火地域及び準防火地域の変更計画書（案） 

八幡市決定 
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計 画 書 

綴喜都市計画防火地域及び準防火地域の変更（八幡市決定）（案） 

綴喜都市計画防火地域及び準防火地域を次のように変更する。 

種 類 面 積 備 考 

防 火 地 域 約   ４ .０ ha 商 業 地 域 

準 防 火 地 域 約 ３ ５ ． ９ h a 近隣商業地域 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理  由 

本都市計画は、用途地域の変更に伴い、防火地域及び準防火地域を変更するものである。 
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参考 

綴喜都市計画防火地域及び準防火地域の変更（八幡市決定）（案） 

（新旧対照表） 

綴喜都市計画防火地域及び準防火地域を次のように変更する。 

種 類 

面       積 

備        考 

新 旧 

防 火 地 域 約４ .０ ha 約４ .０ ha 

準 防 火 地 域 約３５．９ha 約３３．６ha 
近隣商業地域 

 ＋約 2.3ha 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 
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都市計画の変更の理由書 

綴喜都市計画防火地域及び準防火地域の変更（八幡市決定） 

橋本駅前地区は、京阪橋本駅前に位置し交通の利便に優れた立地にあります。

現在、周辺地域では良好な住宅市街地が形成されており、また、隣接する枚方

市域では土地区画整理事業により都市施設の整備が進められ、商業系の土地利

用が進展しています。本計画地は駅直近という立地条件であるにもかかわらず

低未利用地がまとまって存在する潜在的価値が高い地区です。 

当該地区は、八幡市都市計画マスタープランにおいて、複合都市機能誘導ゾ

ーンとして位置づけており、土地利用の方針として、「交流や生活の拠点として

新たな都市機能の誘導を図ります。」と示し、また、整備方針として、「本市の

新たな広域交流の場として、必要な都市機能の誘導・充実を図ります。また、

都市機能誘導拠点としての機能を高めるため、橋本駅南側の駅ロータリーの移

築、市道橋本南山線と橋本駅とを結ぶ（都）橋本駅前線の整備を推進します。

なお、必要に応じ都市計画変更を行い、周辺地域への波及効果も見据えた橋本

駅周辺整備を推進します。」と示しています。 

 現在、橋本駅周辺では都市計画マスタープランに示した整備方針に基づき、

橋本駅南側の駅ロータリーの移築および（都）橋本駅前線の整備を進めており、

都市機能誘導拠点としての機能強化が図られています。 

 これら本地区の地理的条件、上位計画の位置付け及び都市施設の整備状況を

踏まえ、計画的かつ有効な土地利用を図るため、さらには地域の活性化や持続

的な発展及び良好な市街地の形成を誘導するため、用途地域の変更により特に

火災の危険を防除する必要があることから防火地域及び準防火地域の変更を行

います。 
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綴喜都市計画都市計画道路の変更 

（八幡市決定） 

都議第７７号 
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都 議 第 ７ ７ 号 

八都第１２１３号 

令 和 5 年 1 0 月 1 7 日 

八幡市都市計画審議会 

会長 岡山 敏哉 様 

八幡市長 堀口 文昭 

綴喜都市計画都市計画道路の変更について（諮問） 

 都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定によ

り、下記のとおり貴審議会に諮問します。 

記 

別紙都市計画案のとおり 
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京都府（八幡市）

計　画　書　（案）

綴喜都市計画都市計画道路　（3・5・104号 橋本駅前線）の変更

３・5・104号 橋本駅前線

4
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1. 都市計画道路中3・5・104号橋本駅前線を次のように変更する。

区域

　　「区域及び構造は計画図表示とおり」

　理由

別紙理由書のとおり

・起点は枚方市域
・一部道路線形の見直しによ
る変更
・一部鉄道事業者の用地確
保による変更

面積　約5,000m2

幹
線
街
路

3・5・104 橋本駅前線
枚方市楠葉
中之芝2丁目

八幡市橋本
焼野

なお、八幡市橋本焼野地内に京阪橋本駅駅前交通広場を設ける。

約210ｍ 地表式 2車線 15.0m 幹線街路と平面交差１箇所

綴喜都市計画都市計画道路の変更(八幡市決定）（案）

構　造
形　式

車　線
の　数

主　な
経過地

名　 　称 位　 　置 構造

番号 路線名 起点 終点
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

種
別 延長 幅　員

備考

4
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区　域

・起点は枚方市域

面積　約5,700m2

・起点は枚方市域
・一部道路線形の見直しによ
る変更
・一部鉄道事業者の用地確
保による変更

面積　約5,000m2

なお、八幡市橋本焼野地内に京阪橋本駅駅前交通広場を設ける。

なお、八幡市橋本焼野地内に京阪橋本駅駅前交通広場を設ける。

八幡市橋本
焼野

15.0m 幹線街路と平面交差１箇所
八幡市橋本

焼野変
更
前

変
更
後

3・5・104 橋本駅前線
枚方市楠葉
中之芝2丁目

3・5・104 橋本駅前線
枚方市楠葉
中之芝2丁目

構　　造

備考
番号 路線名 起点 終点 延長

構　造
形　式

車　線
の　数

幅　員
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

主　な
経過地

綴喜都市計画都市計画道路の変更に伴う新旧対照表　（八幡市決定）（案）

幹
線
街
路

幹
線
街
路

約210ｍ 地表式 2車線 15.0m 幹線街路と平面交差１箇所

約210ｍ 地表式 2車線

種
別

名　 　称 位　 　置

4
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都市計画変更の理由書 

綴喜都市計画都市計画道路（3・5・104号橋本駅前線）の変更（八幡市決定） 

本都市計画の変更箇所である橋本地区は八幡市の北西部に位置する枚方市に

隣接した区域であり、区域内には京阪本線橋本駅があり交通結節機能が期待さ

れる地区です。 

当該地区は、八幡市都市計画マスタープランにおいて、橋本駅周辺の市街地の

整備方針として、「本市の新たな広域交流の場として、必要な都市機能の誘導・

充実を図ります。また、都市機能誘導拠点としての機能を高めるため、橋本駅南

側の駅ロータリーの移築、市道橋本南山線と橋本駅とを結ぶ（都）橋本駅前線の

整備を推進します。なお、必要に応じ都市計画変更を行い、周辺地域への波及効

果も見据えた橋本駅周辺整備を推進します。」また、都市施設の整備方針として

「橋本駅周辺では橋本駅南側の駅ロータリーの移築などにより、ターミナル機

能の充実を図るとともに、交通結節点としての機能強化を図ります。また、だれ

もが利用しやすい道路空間をめざし、ユニバーサルデザインに配慮した安全・快

適なみちづくりを推進します。さらに利用者の利便性確保に適した駐車場や駐

輪場の整備を促進します。」と示しています。 

現在、京阪橋本駅前広場整備工事を実施中であり、１次仮設ロータリーへの移

転が完了したことにより整備前よりも利便性は向上しておりますが、交通結節

機能およびバリアフリー機能の更なる向上を図るため引き続き整備を進めるこ

ととしております。 

都市計画道路 3・5・104号橋本駅前線は、都市計画道路 3・4・1号橋本南山線

と平面交差する枚方市樟葉中ノ芝を起点に橋本焼野を終点とする、幹線道路お

よび駅前広場で構成する路線です。 

京都府公安委員会との協議により、より安全で円滑な交通機能を確保できる

よう見直しを行った結果、道路の線形を変更する必要が生じました。 

また、平成 30年に都市計画道路 3・5・104号橋本駅前線の決定をした時点で

は、京阪橋本駅直近まで区域に含めておりましたが、京阪電気鉄道株式会社との

協議の結果、将来の駅舎拡幅用地として、約 100 ㎡の用地を確保しておく必要

があるとの判断に至りました。 

以上の理由により、都市計画道路 3・5・104号橋本駅前線の変更を行います。 
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